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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（自主規制業務の委託）

第２条の２ （略）

（自主規制業務の委託）

第２条の２ （略）

２ 本所は、法第８５条の５第２項の規定により自

主規制業務とみなされた業務のうち、取引所金融

市場における市場デリバティブ取引の内容の審

査に関する業務について、自主規制法人に委託す

ることができる。

（新設）

３ 本所は、第１項の規定により自主規制法人に委

託した業務については、自主規制法人が行う審査

の結果に基づき承認を行うものとする。

２ 本所は、前項の規定により自主規制法人に委託

した業務については、自主規制法人が行う審査の

結果に基づき承認を行うものとする。

（呼値）

第２６条 取引参加者は、市場デリバティブ取引を

行おうとするときは、呼値を行わなければならな

い。この場合において、取引参加者は、次の各号

に掲げる事項を、本所に対し明らかにしなければ

ならない。

（１） 当該呼値が顧客の委託に基づくものか自

己の計算によるものかの別

（２） 当該呼値が高速取引行為（法第２条第４

１項に規定する高速取引行為をいう。以下同

じ。）に係るものであるときは、その旨

（呼値）

第２６条 取引参加者は、市場デリバティブ取引を

行おうとするときは、呼値を行わなければならな

い。この場合において、取引参加者は、当該呼値

が顧客の委託に基づくものか自己の計算による

ものかの別を、本所に対し明らかにしなければな

らない。

（新設）

（新設）

２～１２ （略） ２～１２ （略）

（高速取引行為を行う者の報告事項）

第５８条の２ 本所は、高速取引行為を行う者に対

し、本所が定めるところにより、報告を求めるこ

とができる。

（新設）

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。
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取引参加者規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（受託に係る適切な措置）

第１９条の２ 取引参加者は、顧客から本所の市場

における高速取引行為（法第２条第４１項に規定

する高速取引行為をいう。以下同じ。）に係る市

場デリバティブ取引の委託（有価証券等清算取次

ぎの委託を除く。以下この条において同じ。）を

受けた場合には、本所が当該顧客に対して行う要

請及び本所が業務規程第２条の２第２項の規定

により日本取引所自主規制法人（以下「自主規制

法人」という。）に委託した業務において自主規

制法人が当該顧客に対して行う要請に当該顧客

が応じるよう適切な措置を講じなければならな

い。

２ 前項の規定は、前項の顧客が取引取次者（取引

参加者に市場デリバティブ取引の委託をした顧

客が、金融商品取引業者又は外国証券会社である

場合であって、当該委託が取引参加者に対する市

場デリバティブ取引の委託の取次ぎによるもの

であるときの当該顧客をいう。）である場合につ

いて準用する。この場合において、「当該顧客」

とあるのは、「当該顧客に本所の市場における高

速取引行為に係る市場デリバティブ取引の委託

の取次ぎを申し込んだ顧客」と読み替えるものと

する。

（新設）

第１９条の３ （略） 第１９条の２ （略）

第１９条の４ （略） 第１９条の３ （略）

（自主規制業務の委託）

第５５条の２ 本所は、法第８４条第２項に規定す

る自主規制業務のうち、次の各号に掲げる業務に

ついて、自主規制法人に委託することができる。

（自主規制業務の委託）

第５５条の２ 本所は、法第８４条第２項に規定す

る自主規制業務のうち、次の各号に掲げる業務に

ついて、日本取引所自主規制法人(以下「自主規

制法人」という。)に委託することができる。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）
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２・３ （略） ２・３ （略）

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。
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受託契約準則の一部改正新旧対照表

新 旧

（委託の際の指示事項）

第９条 顧客は、市場デリバティブ取引を委託する

場合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取

引参加者に指示するものとする。ただし、顧客が

あらかじめ指定した方法に従い市場デリバティ

ブ取引の決済を行うことについて、取引参加者が

同意している場合には、第２号に掲げる事項の指

示があったものとみなす。

（１）～（９） （略）

（１０） 当該委託が高速取引行為（法第２条第

４１項に規定する高速取引行為をいう。以下同

じ。）に係るものであるときは、その旨

（委託の際の指示事項）

第９条 顧客は、市場デリバティブ取引を委託する

場合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取

引参加者に指示するものとする。ただし、顧客が

あらかじめ指定した方法に従い市場デリバティ

ブ取引の決済を行うことについて、取引参加者が

同意している場合には、第２号に掲げる事項の指

示があったものとみなす。

（１）～（９） （略）

（新設）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 顧客は、高速取引行為に係る市場デリバティブ

取引を委託する場合には、その都度、取引所が別

に定める高速取引行為に係る取引戦略の別を、取

引参加者に対し指示するものとする。

（新設）

（高速取引行為を行う者としての登録等に係る

提出等）

第３５条 顧客（高速取引行為を行う者（取引参加

者を除く。）に限る。以下この項から第３項まで

において同じ。）は、高速取引行為を行う者とし

ての登録等の完了後、登録等した者の商号、名称

又は氏名が確認できる証跡の写しを取引所に速

やかに提出するものとする。

（新設）

２ 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録等

の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当該各

号に定める取引所と連絡を行う者に関する事項

を取引所に速やかに届け出るものとする。

（１） 当該顧客が高速取引行為者（法第２条第

４２項に規定する高速取引行為者をいう。以下

同じ。）であり、かつ、外国法人である場合

国内における代表者又は国内における代理

人（法第６６条の５３第５号ハに規定する国内
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における代表者又は国内における代理人をい

う。）の氏名及び住所等

（２） 当該顧客が高速取引行為者であり、かつ、

外国に住所を有する個人である場合

国内における代理人（法第６６条の５３第６

号ロに規定する国内における代理人をいう。）

の氏名及び住所等

（３） 前２号に掲げる場合以外の場合

取引所と連絡をする上で適切な者の氏名及

び住所等

３ 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録等

の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当該各

号に定める書類等の写しを取引所に遅滞なく届

け出るものとする。

（１） 当該顧客が金融商品取引業者である場合

法第２９条の２第２項第２号に規定する業

務の内容及び方法として内閣府令で定めるも

のを記載した書類

（２） 当該顧客が登録金融機関である場合

法第３３条の３第２項第２号に掲げる書類

（３） 当該顧客が取引所取引許可業者である場

合

法第６０条の２第３項第２号に掲げる書面

（４） 前各号に掲げる場合以外の場合

法第６６条の５１第２項第２号に掲げる書

類及び同項第４号に掲げる書類のうち業務に

係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記

載した書面

４ 顧客が取引取次者（取引参加者に市場デリバテ

ィブ取引の委託（有価証券等清算取次ぎの委託を

除く。以下同じ。）をした顧客が、金融商品取引

業者又は外国証券会社である場合であって、当該

委託が取引参加者に対する市場デリバティブ取

引の委託の取次ぎによるものであるときの当該

顧客をいう。以下同じ。）である場合には、当該

顧客は、当該顧客に取引所の開設する取引所金融

商品市場における高速取引行為に係る市場デリ

バティブ取引の委託の取次ぎを申し込んだ顧客

（以下「取次者顧客」という。）が当該取次者顧
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客に係る第１項に規定する証跡の写しの提出、第

２項各号に定める事項の届出及び前項各号に定

める書類等の写しの提出を取引所に対して行う

よう適切な措置を講じなければならない。

（高速取引行為を行う者に対する要請）

第３６条 顧客（高速取引行為を行う者に限る。以

下この項において同じ。）は、業務規程第２条の

２第２項の規定により取引所が日本取引所自主

規制法人（以下「自主規制法人」という。）に委

託した業務においては、自主規制法人が当該顧客

に対して行う要請に応じなければならない。

（新設）

２ 顧客が取引取次者である場合には、当該顧客

は、業務規程第２条の２第２項の規定により取引

所が自主規制法人に委託した業務においては、自

主規制法人が取次者顧客に対して行う要請に当

該取次者顧客が応じるよう適切な措置を講じな

ければならない。

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。
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Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表

新 旧

（Ｊ－ＮＥＴ取引の呼値）

第３条 取引参加者(取引参加者規程第２条第２項

に規定する先物取引等取引参加者又は同条第３

項に規定する国債先物等取引参加者をいう。以下

同じ。)は、Ｊ－ＮＥＴ取引を行おうとするとき

は、呼値を行わなければならない。この場合にお

いて、取引参加者は、次の各号に掲げる事項その

他本所が必要と認める事項を、本所に対し明らか

にしなければならない。

（１） 当該呼値が顧客の委託に基づくものか自

己の計算によるものかの別

（２） 当該呼値が高速取引行為（金融商品取引

法（昭和２３年法律第２５号。以下「法」とい

う。）第２条第４１項に規定する高速取引行為

をいう。以下同じ。）に係るものであるときは、

その旨

（Ｊ－ＮＥＴ取引の呼値）

第３条 取引参加者(取引参加者規程第２条第２項

に規定する先物取引等取引参加者又は同条第３

項に規定する国債先物等取引参加者をいう。以下

同じ。)は、Ｊ－ＮＥＴ取引を行おうとするとき

は、呼値を行わなければならない。この場合にお

いて、取引参加者は、当該呼値が顧客の委託に基

づくものか自己の計算によるものかの別その他

本所が必要と認める事項を、本所に対し明らかに

しなければならない。

（新設）

（新設）

２～６ （略） ２～６ （略）

（委託の際の指示事項等）

第１１条 顧客がＪ－ＮＥＴ取引の委託をする場

合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引

参加者に指示又は通知するものとする。ただし、

顧客があらかじめ指定した方法に従いＪ－ＮＥ

Ｔ取引の決済を行うことについて、取引参加者が

同意している場合には、第３号に掲げる事項の指

示があったものとみなす。

（１）～（７） （略）

（８） 当該委託が高速取引行為に係るものであ

るときは、その旨

（委託の際の指示事項等）

第１１条 顧客がＪ－ＮＥＴ取引の委託をする場

合には、その都度、次の各号に掲げる事項を取引

参加者に指示又は通知するものとする。ただし、

顧客があらかじめ指定した方法に従いＪ－ＮＥ

Ｔ取引の決済を行うことについて、取引参加者が

同意している場合には、第３号に掲げる事項の指

示があったものとみなす。

（１）～（７） （略）

（新設）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 顧客は、高速取引行為に係るＪ－ＮＥＴ取引の

委託をする場合には、その都度、本所が別に定め

る高速取引行為に係る取引戦略の別を、取引参加

者に対し指示するものとする。

（新設）
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（取引参加者等への通知及び公表）

第１４条 法第１３０条の規定による本所のＪ－

ＮＥＴ市場における毎日の総取引高等の通知及

び公表は、売買システム等を通じて行うものとす

る。

（取引参加者等への通知及び公表）

第１４条 金融商品取引法（昭和２３年法律第２５

号）第１３０条の規定による本所のＪ－ＮＥＴ市

場における毎日の総取引高等の通知及び公表は、

売買システム等を通じて行うものとする。

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。



9

業務規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（高速取引行為に係る取引戦略の区分）

第１４条の２ 規程第２６条第１項第２号に規定

する高速取引行為に係るものである旨は、本所が

別に定める高速取引行為に係る取引戦略の別を

区分して明らかにしなければならない。

（新設）

（マーケットメイカー制度） （マーケットメイカー制度）

第１８条 （略） 第１８条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項の規定により指定された取引参加者は、本

所が定めるところにより、次の各号に掲げる役割

のいずれかを担うものとする。

３ 前項の規定により指定された取引参加者は、本

所が定めるところにより、次の各号に掲げる役割

のいずれかを担うものとする。

（１） 本所が別に指定する銘柄(先物取引にあ

っては、限月取引)における売呼値及び買呼値

を継続的に行うこと。

（１） 本所が別に指定する銘柄(先物取引にあ

っては、限月取引)における売呼値及び買呼値

を恒常的に行うこと。

（２） （略） （２） （略）

４～６ （略） ４～６ （略）

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。
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取引参加者規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（報告事項）

第５条 取引参加者規程第１６条第１項に規定す

る本所が定める場合は、次の各号に掲げる場合と

し、所定の報告書に本所が必要と認める書類を添

付して報告するものとする。

（報告事項）

第５条 取引参加者規程第１６条第１項に規定す

る本所が定める場合は、次の各号に掲げる場合と

し、所定の報告書に本所が必要と認める書類を添

付して報告するものとする。

（１）～（１）の３ （略） （１）～（１）の３ （略）

（１）の４ 金融商品取引業者にあっては、法第

３１条第２項の規定に基づく登録（法第２９条

の２第１項第７号イに掲げる事項に係る登録

に限る。）を受けたとき、登録金融機関にあっ

ては、法第３３条の６第２項の規定に基づく登

録（法第３３条の３第１項第６号イに掲げる事

項に係る登録に限る。）を受けたとき、取引所

取引許可業者にあっては、法第６０条第１項の

許可（法第６０条の２第１項第４号イに掲げる

事項に係る許可に限る。）を受けたとき。

（新設）

（２）～（２６） （略） （２）～（２６） （略）

２ （略） ２ （略）

（ポジションに関するリスク管理）

第５条の５ 取引参加者は、取引参加者規程第２１

条の３に規定するポジションに関するリスク管

理として、次の各号に掲げる事項を実施しなけれ

ばならない。

（ポジションに関するリスク管理）

第５条の５ 取引参加者は、取引参加者規程第２１

条の３に規定するポジションに関するリスク管

理として、次の各号に掲げる事項を実施しなけれ

ばならない。

（１） （略） （１） （略）

（２） 顧客の資力、属性、取引商品、取引形態

及び取引規模等（取引参加者の自己の計算によ

る取引にあっては、当該取引参加者の資力、取

引形態及び取引規模等をいう。）に照らし、当

該顧客（取引参加者の自己の計算による取引に

あっては、当該取引参加者をいう。）における

過大なポジションの発生を防止するために適

切と認められる管理

（２） 本所の市場における自動的な注文（委託

注文については、顧客が自動的に取引参加者に

委託するものに限る。）の発注に係るシステム

により発生し得るポジションに関する適切と

認められる管理
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付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。
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取引参加者料金等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

別表３

デリバティブ売買システム接続料の額

別表３

デリバティブ売買システム接続料の額

１ 第２条第４項に規定するデリバティブ売買シ

ステム接続料（月額）の額は、次の各号に定める

額の合計額とし、用語の意義については、接続仕

様解説書に定めるところによるものとする。

１ 第２条第４項に規定するデリバティブ売買シ

ステム接続料（月額）の額は、次の各号に定める

額の合計額とし、用語の意義については、接続仕

様解説書に定めるところによるものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） ユーザＩＤ利用料

次のａ及びｂに掲げるＴＡＰの種類に応じ

て、当該ａ及びｂに定める額の合計額とする。

ａ 共用ＴＡＰ

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げるユーザＩ

Ｄの種類ごとに、当該（ａ）から（ｅ）までに

定める額の合計額とする。

（ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） ＭＭユーザＩＤ及びＭＭ管理ユーザＩ

Ｄ

１個当たり３万円として算出した額

（ｅ） ＴｒａｄｅＧｕａｒｄユーザＩＤ

４個まで０円、４個を超える部分につき１

個当たり５万円として算出した額

（２） ユーザＩＤ利用料

次のａ及びｂに掲げるＴＡＰの種類に応じ

て、当該ａ及びｂに定める額の合計額とする。

ａ 共用ＴＡＰ

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げるユーザＩ

Ｄの種類ごとに、当該（ａ）から（ｄ）までに

定める額の合計額とする。

（ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） ＭＭユーザＩＤ

１個当たり３万円として算出した額

（新設）

ｂ （略） ｂ （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。
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取引参加者における注文管理体制に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（注文の発注制限）

第４条 取引参加者は、本所の市場において注文を

発注するに当たり、前条第１項各号に掲げる事項

及び取引参加者の資力を踏まえ、次の各号に掲げ

る制限を実施するものとする。

（注文の発注制限）

第４条 取引参加者は、本所の市場において注文を

発注するに当たり、次の各号に掲げる制限を実施

するものとする。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 一定の時間における注文の数量又は金額

の合計が一定の数量又は金額以上となる注文

等の発注を防止するために適切と認められる

制限

（新設）

（システム等による対応）

第６条 取引参加者は、第４条各号に掲げる制限

を、次の各号に定めるシステム又は方法により実

施するものとする。

（１）・（２） （略）

（３） 第４条第３号に掲げる制限

第１号若しくは前号に規定するシステム又

は適切と認められる方法

（システムによる対応）

第６条 取引参加者は、第４条各号に掲げる制限

を、次の各号に定めるシステムにより実施するも

のとする。

（１）・（２） （略）

（新設）

（削る）

（自動発注に関する管理）

第８条 取引参加者は、本所の市場における自動的

な注文（委託注文については、顧客が自動的に取

引参加者に委託するものに限る。）の発注に係る

システムにつき、適切と認められる管理を実施す

るものとする。

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。
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Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（高速取引行為に係る取引戦略の区分）

第２条の２ Ｊ－ＮＥＴ市場特例第３条第１項第

２号に規定する高速取引行為に係るものである

旨は、本所が別に定める高速取引行為に係る取引

戦略の別を区分して明らかにしなければならな

い。

（新設）

付  則

この改正規定は、平成３０年４月１日から施行す

る。


